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河辺保育園のあゆみ 

  昭和２２年  河辺託児所開設 
  昭和２４年  河辺保育園開設 
  昭和４６年  社会福祉法人河辺保育園となり、現在地に園舎新築 

 定員１００名認可 
  昭和４９年  園舎増築 定員１５０名認可 
  昭和５６年  特例保育 ０歳児保育指定保育所となる。 
  平成 ４年  園舎増築 
  平成１０年  延長保育開始 
  平成１７年  園舎増改築 定員１７０名認可  

一時保育、子育て支援及び２時間延長を行う。 
平成２０年  体調不良児保育（自園型）開始。 

  平成２９年  園舎大規模修繕を行う。 
  平成３０年  1 歳児定員２４名から２５名に変更 
         ４・５歳児定員７０名から６９名に変更 
  令和 ４年  ４・５歳児利用定員６９名から６２名に変更 
         ３歳児利用定員３４名から３１名に変更 

令和 ５年  延長保育終了時間午後８時を午後７時３０分に変更 
 
園の概要 
  所 在 地  東京都青梅市河辺町４丁目２０番地の１２ 
  名 称  社会福祉法人 河辺保育園 

電話番号  ０４２８－２２－１３２１ 
Ｆ Ａ Ｘ    ０４２８－２５－２２０２ 
認可定員  １７０名                   

年 齢 ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳・５歳 計 

組 別 緑 白 黄 赤 桃 ・青 
１６０名 

利用定員 １４名 ２５名 ２８名 ３１名 ６２名 

  ※０歳児は、生後５７日目からお預かりしています。 

入 園  入園は、保育の実施（承認）による。 

職員構成                         （R7.4.1 現在） 

保育時間 

保育標準時間 
朝の合同保育 普 通 保 育 夕方の合同保育 延 長 保 育 

7:00～8:30 8:30～17:00 17:00～18:00 18:00～19：30 

保 育 短 時 間  
延 長 保 育 普 通 保 育 延長保育 

7:00～8:30 8:30～16:30 16:30～19：30 

延長保育の必要な保護者の方は、申請が必要となります。職員までお声がけください。 
 
休園日  日曜日、祭日および年末年始（１２月２９日～１月３日） 
 
第三者評価 

３年に一度第三者評価を実施し、その結果を HP で公表しています。 
2023（R5）年度実施 

園長 主任 副主任 保育士 看護師 栄養士 調理員非常勤含 事 務 非常勤保育士 非常勤用務員 計 

 
１名 

 
１名 １名 ２１名 ２名 １名 ４名 ２名 １２名 ３名 ４８名 



１．施設の目的及び運営方針 11. 園児の健康管理について

２.   保育の概要 12.  登園を控えるめやすと保育中の発熱連絡について

３．入園のしおり及び説明についての同意書 13.  治癒証明が必要な感染症

４．秩序維持について 14．保護者が記入する登園届の感染症

５. 個人情報の取扱いについて 15.  食事とおやつについて

16.  各年齢の連絡事項とお願い

６.  苦情申出窓口の設置について 17.  デイリープラグラム

７．延⾧保育利用について（希望者のみ） 18．ホームページパスワードについて

８．災害時の対応について 19．行事計画予定表

９．流行性疾患について 20.  アプリについて

10．体調不良時対応保育について 21.  お部屋の紹介

   ・病児保育（自園型）利用希望届          22.  車での登園について

   施設名    河辺保育園

   責任者 園⾧

年   月   日

   保護者住所

   保護者氏名 ㊞

   園児との続柄

   園児名

＊園児1人につき、承諾書1枚の提出をお願いいたします。

入園のしおり及び説明についての同意書

　 この同意書と同じものが、封筒に入っています。そちらにご記入の上、ご提出ください。

 社会福祉法人 河辺保育園に入園・進級するにあたって、当園よりお知らせしておかなけれ

ばならない大事な情報をお伝えしておきます。

       ・基本方針等

       ・個人情報使用承諾書

 社会福祉法人 河辺保育園に入園・進級されるにあたって、当園の保育について、しおりに

基づき重要事項について説明を行いました。

 私は、しおりに基づいて社会福祉法人 河辺保育園の利用にあたっての重要事項の説明を受

け、同意しました。



秩序維持について 

 

 私およびその家族等は、子供達が保育園での集団生活を安心安全に過

ごすために、次のことについて固く守ることを同意します。 

 

１  当法人の保育方針を理解した上で入園し、保育園運営に協力するこ

と。 

２  園内では、園児、保護者および職員（以下「園児等」という。）に

対し、不安を与える言動はしないこと。 

３  大 声 を 出 す 、 暴 れ る な ど 施 設 の 平 穏 を 害 す る 言 動 をするなどし

て園児等を恫喝し、強要しないこと。 

４  法人および職員に対し、不 当 ・ 過 剰 ・ 法 外 な 要 求 、 社 会 通 念 上 相

当 の 範 囲 を 超 え る 対 応 の 強 要 お よ び コ ン プ ラ イ ア ン ス 違 反 の 強 要

を し な い こ と 。  

５  一方的な主張等で、長 時 間 に わ た る 職 員 の 拘 束 を し な い こ と 。  

６  執 拗 な 対 応 の 要 求 や 長 時 間 に わ た る 電 話 を し な い こ と 。  

７  そ の 場 で 解 決 で き な い 事 象 へ の 即 時 対 応 の 要 求 を し な い こ と 。  

８  園内の施設、備品を大切に扱うこと。 

９  園内の施設、備品を破損させた場合は、弁償の義務を負うこと。 

10 園内では、職員の指示に従うこと。 

11 上記記載事項を守れない場合、当法人から退園勧告を受けた場合

は、退園を受け入れること。 

 

 

  



個人情報の取扱いについて 

 

個人情報の保護に関する法律に対する基本方針 

 

当園は、当法人が扱う個人情報の重要性を認識し、その適正な保護のために、自

主的なルール及び体制を設立し、個人情報保護に関する法令、その他の関係法令及

び厚生労働省のガイドラインを遵守し、利用者の個人情報の保護を守ることを宣言

いたします。 

 

入所児及びその保護者等にかかる個人情報については、以下の目的のために必要

最小限の範囲内において使用いたします。 

 

１ 小学校への円滑な移行・接続が図られるよう、卒園に当たり入学する予定の小

学校との間で情報を共有すること 

２ 他の保育所等に転園する場合その他の兄弟姉妹が別の施設等に在籍する場合に

おいて、他の施設との間で必要な連絡調整を行うこと。 

３ 本園での教育・保育において園児の状況に応じた適切かつ必要な支援を図るた

め、巡回指導を行う市町村や児童発達支援センターなどとの間で必要な情報交換

を行うこと。 

４ 緊急時において、病院その他の関係機構に対して必要な情報交換を行うこと。 

 

 

個人情報の開示、変更、利用停止について 

 

当園は、当園が管理する園児・保護者ご自身の個人情報について、園児・保護者

本人から開示、変更等のお申し出があった場合は、当園の定める書面（申請用紙）

を提出して頂くことにより、お受けいたします。 

 

個人情報の開示、変更、利用停止の申出先 

直接園長及び主任保育士までお申し出頂くか、下記までお願いします。 

 

  

〒 １９８－００３６ 

    住所 東京都青梅市河辺町４丁目２０番地の１２ 

    名称 社会福祉法人 河辺保育園 個人情報相談窓口 

    電話 ０４２８－２２－１３２１ 

 

 



＜個人情報を使用する際、当保育園関係者以外に目に触れる可能性のあるもの＞

・河辺保育園ホームページ

・園だより・クラスだより及び行事

・掲示板

・園児の発表会などの写真及び画像

・その他

年   月   日

  ㊞

＊園児一人につき、承諾書一枚の提出をお願いいたします。

この承諾書と同じものが、封筒に入っています。そちらにご記入の上、ご提出ください。

   園児名

 社会福祉法人 河辺保育園が園児等の個人情報(写真・動画等）を収集し、利用す

る場合は、子どもたちの保育に関わる範囲で行います。その他の目的に個人情報を利

用する場合は、利用目的をあらかじめお知らせし、ご了解を得たうえでいたします。

 社会福祉法人 河辺保育園が園児等の個人情報（写真・動画等）を収集し、上記

ホームページ等において利用することの説明を行いました。

   施設名   河辺保育園

   責任者   園⾧

 私は、上記個人情報の使用について説明を受け、園児・保護者等の写真や動画等に

ついて、河辺保育園のホームページ等に掲載することを承諾しました。

   保護者住所

   保護者氏名

   園児との続柄

個人情報使用承諾書



　河辺保育園では「河辺保育園苦情解決実施要綱」により、利用者からの苦情に

適切に対応する体制を整えております。

　苦情解決に当たっては、苦情解決責任者、苦情受付担当者及び第三者委員を

下記のとおり選任しておりますので、お知らせいたします。

１ 苦情解決責任者 一 宮 み の 里 （園長）

２ 苦情受付担当 天 野 桂 子 （主任保育士）

３ 第 三 者 委 員

　　監　　　事 川 杉 巌（📞０９０－８４９７－２５００）

　　監　　　事 川 杉 桂一郎 （📞０４２８－２１－０５１０）

４ 苦情解決方法

　　（１）苦情の受付

　苦情は面接、電話、書面などにより苦情受付担当者が随時受け付けます。

なお、第三者委員に直接苦情を申し出ることもできます。

　　（２）苦情受付の報告・確認

　苦情受付担当者が受け付けた苦情を苦情解決責任者と第三者委員（苦情

申出人が第三者委員への報告を拒否した場合を除く）に報告いたします。

第三者委員は内容を確認し、苦情申出人に対して、報告を受けた旨を通知

します。

　　（３）苦情解決のための話し合い

　苦情解決責任者は、苦情申出人と誠意を持って話し合い、解決に努めます。

その際、苦情申出人は、第三者委員の助言や立会いを求めることができます。

　なお、第三者委員の立会いによる話し合いは、次により行います。

ア　第三者委員による苦情内容の確認

イ　第三者委員による解決案の調整、助言

ウ　話し合いの結果や改善事項等の確認

５ 青梅市（電話　22-1111、市民安全課市民相談係、こども育成課保育・幼稚園係）

６ その他不明な点がありましたら園長又は主任保育士にお問い合わせください。

　　　（電話　22-1321）

苦情申出窓口の設置について

記



延長保育に該当する方のみ、封筒にこの許可書が入っています。ご記入の上、ご提出ください。 

延 長 保 育 許 可 願 

ルーム     組 園児名 

延

長

保

育

を

必

要

と

す

る

理

由 

 

標準時間 

延長保育時間 
午後 時 分 ～ 午後 時 分まで 

・月契約 

・時間単位契約 

保育短時間 

延長保育時間 

午前 時 分 ～ 午前 時 分まで 

午後 時 分 ～ 午後 時 分まで 
・時間単位契約 

  

上記について 

 

          年  月  日 より 

          年  月  日 までの間 

 

 延長保育を希望しますので、社会福祉法人河辺保育園延長保育規定

（裏面）を了承し、ここに許可願を提出します。 

 

年  月  日 

 

河辺保育園園長 殿 

 

住   所              

保護者氏名              

電 話 番 号              

 

 



 

 

社会福祉法人河辺保育園 延長保育規定 

１ 保育時間 

区 分 保育時間 延長保育時間 

標 準 午前７時～午後６時 午後６時～午後７時３０分までの１時間３０分 

短時間 
午前８時３０分 

～午後４時３０分 

午前７時～午前８時３０分までの１時間３０分 

午後４時３０分～午後７時３０分までの３時間 

２ 申し込み資格 河辺保育園在園児 

３ 申 込 手 続 延長保育を希望する河辺保育園在園児の保護者は、別に定める

申込用紙（延長保育許可願）に延長保育を必要とする理由を明示

し、その他必要事項を記入のうえ申し込むこと。 

４ 解 約 延長保育の必要が無くなった場合は、速やかに申し出ること。 

５ 延 長 保 育 料 延長保育料は、月契約か時間単位契約のいずれかを延長保育開

始時に選択すること。変更する場合は、変更する日の属する月の

翌月（変更する日が月の初日であるときは、その日の属する月）

から変更する。 

 標準時間 

  月契約 

月 額 1 時間 1 時間 30 分 

０、１歳児 3,600 円  6,100 円 

２歳児以上 3,100 円  5,300 円 

  時間単位契約 

１０分単位 午後６時～午後７時 午後７時～午後７時３０分 

乳児幼児共 100 円 140 円 

  

保育短時間 

１０分単位 
午前７時 

～午前８時３０分 

午後４時３０分 

～午後７時 

午後７時 

～午後７時３０分 

乳児幼児共 100 円 100 円 140 円 

６ 延長保育時間外負担金 

１０分単位 午後７時３０分～ 

乳児幼児共 500 円 

７ 払 込 期 日 毎月請求後５日以内に納付すること。ただし、年度末において

は年度内に納付すること。 

８ 臨 機 の 措 置 この契約を無視し再三の注意にもかかわらず規定を遵守しない

者については延長保育不許可処分等を行う。 

附則 

 この規定の執行及び定めにないものの処理については、園長が処理する。  



  

     災害時の対応について 
 
災害時の対応については、次頁記載の「災害時の対応について」に基づき対応します。 
気象に関する避難情報では、警戒レベル３以上で休園（登園前）、降園（保育中）となります。 
震度５弱以上の地震が発生した時は、休園（登園前）、降園（保育中）となります。 

  また、大規模地震対策特別措置法に基づいて、事前予知の可能性を前提に、警戒宣言発令後は、

登園を中止してください。 
※ 警戒レベル３とは、青梅市が発令するもので、避難準備・高齢者等避難開始です。 

具体的には、避難行動に時間のかかる要配慮者やその支援者は立ち退き避難を始め、そ

の他の人は、立ち退き避難の準備を整えるとともに、以降の防災気象情報、水位情報等に注

意し、危険を感じたら自発的に非難を開始することです。 
 
避難場所 

園の建物は耐震構造になっていますので、保護者のお迎えまでは園内で避難して待っています。

ほかの場所に移動する場合は、貼り出し等でお知らせします。 
第一避難所・・・河辺保育園園庭 
第二避難所・・・河辺町 4 丁目住友金属鉱山アリーナ青梅 

 
緊急時の園児の引き渡しについて 

  １ 保護者の方が園又は避難先に引き取りに来られたとき引き渡します。    
  ２ 事情により保護者の代理が引き取りに来られたときは、確認のうえ、引き渡します。    
  ３ 園児引き渡しの際は、「園時引渡簿」に日時、園児氏名、引取人の住所氏名を自筆で記して

下さい。 
※ 防災総合訓練時に園児引渡し訓練をします。 

 
非常時の保育について 
 ・災害等で電気機器が使用できなくなった場合、季節によっては保育室が暗くなる事や、冷暖   

房の使用が限られることが予想されますので、お迎えのご理解とご協力をお願い致します。 
 ・お子様の防寒対策にご協力ください。 
 ・災害が発生した場合には、職員も出勤ができなくなることもあります。お勤め先の休業等   

によりご自宅での保育が可能な場合には、ご自宅での保育の協力を合わせてお願い致します。 
 

非常時の給食について  
・災害が発生した場合には、備蓄品も確保しておりますが、水道及び電気設備の破損、食材調達

の面などから給食等ができない場合も想定されます。 
その際は、お弁当を持参していただくこともありますので、ご理解ください。 

 
非常時の連絡について 

 河辺保育園 電話番号 ０４２８－２２－１３２１ 
       携帯電話 ０８０－２３４６－６９００ 

 
・停電時、保育園の固定電話が不通になった時は、保育園の携帯電話にご連絡ください。 
・固定電話、携帯電話共につながらない時は、『災害用伝言ダイヤル１７１』のメッセージをお

聞きください。 
 
虐待防止のための措置 
１ 当園は、当園を利用する子どもの人権擁護・虐待の防止のために必要な体制を整備し、職員

による虐待の行為の禁止、虐待防止や人権に関する啓発のための職員研修の実施など、児童虐

待防止に必要な措置を講じます。 
２ 職員または養育者による子どもへの虐待を発見した場合には、児童虐待の防止等に関する 

法律の定めに従い、青梅市・児童相談所等の適切な期間に通報します。 
３ 相談先等 
 子ども家庭支援センター（２４－２１２６） 
 児童相談所虐待対応ダイヤル「１８９（いちはやく）」 





＜171 災害用伝言ダイヤルの使い方＞ 

 

★災害により一般の電話回線がつながらない場合に運用が開始されます。 

・園児を預かっている時に園が被災し、保護者からの連絡を受けられない場合 

・園児がいない時に園が被災し、翌日以降、園児を受け入れられない場合など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急避難先：第一避難所・・・河辺保育園 園庭 

      第二避難所・・・住友金属鉱山アリーナ青梅（総合体育館） となっています 

 

 

＜救急車を呼ぶか、病院に行く迷った時は＞ 

★病気やケガの時に、救急車を呼ぶのか、病院受診をするのか迷ったときには 

 まず、東京消防庁救急相談センターに相談しましょう 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

園からのメッセージ再生方法 

「171」を押す→「2」を押す→園の電話番号（0428-22-1321）入力→メッセージを聞く 

※ 園の電話番号に録音はしないでください。 

※ 外出時、緊急対応ができるように 

「171」の使用方法を携帯電話などに保存しておいて下さい 

※ 緊急時対応の訓練として、定期的に使用方法の確認をしますので、あらかじめ使用法の 

ご確認をお願い致します 

東京消防庁救急相談センター（24 時間受付・年中無休） 
  

♯7119 
※こちらからもつながります 

Tel. 03（3212）2323 

Tel. 042（521）2323 

【相談できる内容】 

 

・症状に基づく緊急性の有無のアドバイス 

・受診の必要性に関するアドバイス 

・医療機関案内 

【保護者が園からのメッセージを聞く方法】 



 

流行性疾患について 
伝 染 病 

１．麻疹、水痘、風疹、流行性耳下腺炎、百日咳、インフルエンザなどの伝染病にかかったら 

別紙の休園日数の目安を参考にして下さい。 

（登園には園の書式の治癒証明書をお願いしています。） 

 

２．とびひ、手足口病、ウイルス性胃腸炎、マイコプラズマ肺炎、溶連菌感染症、流行性角結膜炎 

など、集団生活で他児に影響がある感染症は受診時にいつ頃登園可能かを確認して下さい。 

         

登園届（保護者記入）が必要な感染症と、登園を控えたほうがよい症状の目安は後方ページ 

でお知らせしています。それぞれ別紙でのご確認お願いします。 

 

家庭との連携 
１．園だより・クラスだより・給食献立は毎月、健康だよりは隔月で配布します。 

幼児は一日の様子やお知らせ、お願い事項を掲示板に貼り出しますので必ずご覧下さい。 

乳児は２階 階段前の掲示板をご覧ください。 

     

２．住所、勤務先などが変わりましたら変更届の提出をお願いします。 

     

３．欠席の連絡は９時までにお願いします。 

 

４．長期欠席（２週間以上）をした場合には、園から市へ報告することになっています。 

（電話連絡だけでは確認できないことがあるため） 

 

通園等について 
    １．登園・降園は、ご家庭で責任をもってお願いします。 

     

    ２．保育士が登園を確認しますので、園児を保育室入口で保育士に引き渡して下さい。 

降園のときも保育室入口で引き取って下さい。 

          

 ３．お迎えは事故防止のため、原則として保護者とします。保護者以外の方のお迎えの時、又は登

園・降園時間に変更がある時は事前にご連絡下さい。 

 
保育について 
     集団生活や環境の変化によって入園当初のお子様は不安定な状態にあります。また、疲れから

体調も崩しやすくなります。できるだけ負担なく園とご家庭とで配慮しながら保育生活が過

ごせるよう進めていきたいと思います。そのため保育中必要に応じて連絡することがありま

すので、必ず連絡が取れる様、所在をお知らせください。 

 
土曜日や夏季休暇期間の保育について 
    土曜日や夏季休暇期間で、保護者が在宅の場合は、家庭保育にご協力ください。 

     これは、乳幼児の発育に親と子が関わる時間がきわめて大切なことから、ご理解 

いただきご協力ください。 



 

 

体調不良時対応保育について 

 

１ 事業内容 

河辺保育園に通園している園児が保育中に微熱などの体調不良とな

った場合に、保護者が迎えに来るまでの間、当園の看護師が園でお子さ

んをお預かりするものです（登園前や登園時から体調が悪いときは対象

になりませんのでご了承願います。）。  

 

２ 病児保育の内容  

   保育中の体調不良  

  ⇒ 園長、看護師に状態を知らせる 

  ⇒ 保護者に状況を説明 

  ⇒ 事務所内の保健スペースで安静にし、保護者の迎えを待つ 

  ⇒ お迎え  

 

３ 利用時間 

保育園に登園後、体調不良となった場合のお子さんが対象となります。 

  お預かりできる時間は、平日（月曜から金曜）の午前８時３０分から

午後５時１５分の間の看護師が園で勤務している時間となります。なお、

体調不良時の連絡がありましたら、できるだけ速やかにお迎えをお願い

します。 

 

４ 事前登録（利用にあたって） 

  河辺保育園を利用されるお子さんに対して、園がこのように対応する

ことをご理解いただいたうえで、必要書類（利用希望届）の提出をお願

いします。 

  また、緊急連絡先が変更した場合には、その都度必ず連絡をお願いし

ます。 

 

河辺保育園園長 



ルーム 組

予防接種 1 3 追加

ＢＣＧ 　   　 年　　月　　日

五種混合
（三種混合＋ポリオ+ヒブ）

ＭＲ（麻しん、風疹） 　   　 年　　月　　日 　   　 年　　月　　日

日本脳炎 　   　 年　　月　　日 　   　 年　　月　　日 　   　 年　　月　　日

肺炎球菌 　   　 年　　月　　日 　   　 年　　月　　日 　   　 年　　月　　日 　   　 年　　月　　日

水痘 　   　 年　　月　　日 　   　 年　　月　　日

流行性耳下腺炎 　   　 年　　月　　日 　   　 年　　月　　日

Ｂ型肝炎 　   　 年　　月　　日 　   　 年　　月　　日 　   　 年　　月　　日

ロタウイルス 　   　 年　　月　　日 　   　 年　　月　　日 　   　 年　　月　　日

インフルエンザ最終 　   　 年　　月　　日

 既往歴

今までにかかった病気があれば〇をつけてください

　　　　　　麻疹・風疹・水痘・流行性耳下腺炎（おたふくかぜ）
　　　　　　熱性けいれん・喘息・アレルギー
特記:医者から指示を受けている病気等があれば、ご記入ください

 かかりつけ医療機関名 電話番号

　 貴園で実施する「体調不良児対応保育」の事業内容について理解した上で、事業の利用を
希望します。 緊急時には、かかりつけ医又は嘱託医の診察を受けることに同意します。

保護者名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

　   　 年　　月　　日

特になし　・　あり

この病児保育利用希望届と同じものが、封筒に入っています。そちらにご記入の上、ご提出ください。

2

　   　 年　　月　　日 　   　 年　　月　　日 　   　 年　　月　　日

　　　　記入日 　　　　年　　　月　　　日

氏名　　　　　　　　　　　　  生年月日　　 年　　月　　日（　　　歳）男 ・ 女



河辺保育園 

園児の健康管理について 

 

1. お子様が保育園生活を楽しく過ごすには第一に健康でなければなりません。 

園では、年間を通してお昼寝の時間をとり（年長クラス以外）、休息するようにしていま

す。ご家庭でも食事や睡眠などの生活リズムを大切にお過ごしください。 

 

2. 室内では土踏まず発達のために年間を通して裸足で過ごします。 

 

3. 身体測定は毎月１回行っています。 

健康連絡カードに記載してご家庭に配布しますので、ご確認ください。 

また、予防接種を受けた際には健康連絡カードへの記載もお願いします。 

 

4. 心臓疾患、てんかん、喘息、アレルギー、その他既往歴・入院歴などがある場合は、 

入園時に必ずお知らせください。 

 

5. 薬は原則として保育園ではお預かりしておりません。 

医師の指示でお薬が必要な場合には看護師にご相談ください。 

 

6. 健康診断は、０歳児については毎月行っています。 

その他、全園児は年２回（４月・１０月）行います。 

歯科検診は、年１回（６月）行います。 

※嘱託医：健康診断→ナルケンキッズクリニック 

     歯科検診→上田歯科 

 

7. 保育中に園児に異常が見られた場合、または大きなケガをした場合は、直ちに保護者へ

連絡しますが、急を要するときは直接、病院へ連れて行きます。 

保育中に園児がケガをした場合は、保護者へ連絡後、必要に応じて嘱託医（内科、小児

科）、歯科（上田歯科）、眼科（かごしま眼科）、耳鼻科（青梅耳鼻咽喉科）への受診等、

必要な措置を講じます。 

 

8. 園では食中毒などに対しては傷害保険・医療保険、ケガに対してはスポーツ保険などに

加入していますので、適用があればその都度ご連絡いたします。 

なお、スポーツ保険（独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付契約）に加

入するにあたりましては、保護者の同意を必要としていますので、同意しない場合は、入

園後１週間以内に申し出てください。期限までに申し出がない場合は、同意したものとさ

せていただきますので、ご承知ください。 

 



河辺保育園 

発熱時の登園を控えるめやすと 

保育中に発熱した場合のご連絡のめやすについて 

 

＜発熱時の登園を控える時のめやす＞ 

・２４時間以内に３８．０℃以上の熱が出た場合 

・２４時間以内に解熱剤を使用した場合 

・朝から３７．５℃を超える熱がある場合 

 

＜保育中に発熱した時のご連絡のめやす＞ 

・登園後、保育中に３７．５℃を超える発熱があった場合 

 

上記、発熱時の対応については、厚生労働省の感染症対策ガイドラインをもとに、園独自

のめやすも加えて運用しています。発熱時に保護者へご連絡する際には、一過性に体温が 

３７．５℃を超えたからといってすぐに連絡することはなく経過をみてからご連絡しており

ます。 

子ども達の集団生活における感染症予防の観点と、職員が感染し保育の提供ができなくな

ることを未然に防ぐためにもご理解とご協力をお願いします。 

 

【インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症について】 

園児のご家族がインフルエンザおよび新型コロナウイルス感染症にかかった場合、園児が

元気な場合は登園可能です。その際、ご自宅では感染されたご家族と園児との接触を避けて

頂くとともに、園児が咽頭痛や咳など普段と異なる症状がある場合には無理に登園せずに、

ご自宅で休養をとるようご協力ください。 

 

 

予防接種当日の経過観察について 

いずれの予防接種も、予防接種直後の副反応のほか、その後に起こり得る副反応もありま

すので、予防接種当日の経過観察につきましてはご自宅でお願いしております。 

ご協力をお願いします。 



★咳 ・夜、咳をして目が覚めてしまう

・呼吸をするとゼイゼイ、ヒューヒュー音がし、

呼吸困難の症状がみられる

・呼吸が速い

・少し動いただけで咳がでる

＜このような症状の時は登園を控えましょう
登園を控える症状とは・・・
★全身症状 ・機嫌が悪く元気がない

・顔色が悪い

★発熱 ・24時間以内に、38.0℃以上の熱が出た場

合

・朝から37.5℃を超える熱がある時

★下痢 ・24時間以内に2回以上の水様便がある

・食事や水分をとると下痢をする

・下痢に伴い、体温がいつもより高め

★おう吐 ・24時間以内に2回以上のおう吐がある

・おう吐に伴い、体温がいつもより高め

・食欲がなく、水分もとりたがらない

★発疹

・これまでなかった発疹により、感染症が疑われ、医師か

ら

登園を控えるように言われた

・発熱を伴う発疹がある

※「とびひ」の場合

「とびひ」とは・・・

とびひは、すり傷や虫刺されなどのひっかき傷に細菌が入り、水ぶくれのような発疹ができま

す年間を通してに子どもがかかりやすく、かゆいため、かきこわして水ぶくれをつぶすと別の

ところに“とびひ”して、他の人にうつしやすいので注意が必要です。

以下の症状があるときには登園を控えましょう。

・顔など患部を覆えない場所に、とびひができたとき

・浸出液が多く、他の子どもへの感染の恐れがあるとき

・かゆみが強く、手で患部をかいてしまうとき

※胃腸炎の流行時には、1回の下痢またはおう吐でも保護者にご連絡する場合があります。

※令和７年度より急性呼吸器感染症も５類感染症に定められました。
急性呼吸器感染症とは、「鼻水や鼻づまり、のどの痛み、咳、呼吸しずらさ、」等のいずれか１つ

の症状がある、いわゆる“普通の風邪”も含まれます。軽症の急性呼吸器感染症については

今まで通り登園届けの提出は不要です。発熱がなくても咳で嘔吐してしまう場合や、午睡して

いても咳で起きてしまう場合など、咳症状が強い時はお迎えをお願いする場合があります。



※感染しやすい期間を明確に提示できない感染症については（－）と表記しています。

医

師

に

よ

る

治

癒

証

明

を

お

願

い

し

ま

す
急性出血性結膜炎 －  医師により感染の恐れがないと認められていること

侵襲性髄膜炎菌感染症

（髄膜炎菌性髄膜炎）
－  医師により感染の恐れがないと認められていること

百日咳
抗菌薬を服用しない場合、咳出現後3週間

を経過するまで

 特有の咳が消失していること

 又は適正な抗菌性物質製剤による5日間の治療が終了していること

腸管出血性大腸菌感染症

（O157、O2６，O111等）
－

医師により感染の恐れがないと認められていること。（無症状病原体

保有者の場合、トイレでの排泄習慣が確立している5歳以上の小児につい

ては出席停止の必要はなく、また、5歳未満の子どもについては、2回以上

連続で便から菌が検出されなければ登園可能である）

咽頭結膜熱（プール熱） 発熱、充血等の症状が出現した数日間  発熱、充血等の主な症状が消失した後2日経過していること

流行性角結膜炎 充血、目やに等の症状が出現した数日間  結膜炎の症状が消失していること

流行性耳下腺炎

（おたふくかぜ）
発症3日前から耳下腺腫脹後4日

 耳下腺、顎下腺、舌下腺腫脹が発現してから5日経過し、

 かつ全身状態が良好になるまで

結核  医師により感染の恐れがないと認められていること

風疹 発しん出現の7日前から7日後くらい  発しんが消失していること

水痘（水ぼうそう） 発しん出現１～２日前から痂皮形成まで  すべての発しんが痂皮（かさぶた）化していること

病 名 感染しやすい期間 登園のめやす

麻しん（はしか） 発症1日前から発しん出現後の4日後まで  解熱後3日を経過していること

≪定期健康診断≫

・全園児は4月、10月の年2回、0歳児健診は毎月行います。

・歯科検診は年1回6月に行います。診断結果は健康連絡カードに記

入

≪薬について≫

原則としてお薬はお預かりしていません。

医師の指示でお薬が必要な場合は、看護師まで

ご相談ください。



※令和７年度より急性呼吸器感染症も５類感染症に定められました。急性呼吸器感染症とは、「鼻水や鼻づまり、のどの痛み、咳、呼吸しずらさ、」等の

    いずれか１つの症状がある、いわゆる“普通の風邪”も含まれます。軽症の急性呼吸器感染症については今まで通り登園届けの提出は不要です。

適切な抗菌薬治療を開始する前と

開始後数日間
マイコプラズマ肺炎

保

護

者

の

方

が

記

入

し

て

く

だ

さ

い
帯状疱しん 水泡を形成している間

手足や口腔内に水疱・潰瘍が発症した

数日間（回復後も飛沫や鼻水から１～２週間、便からは

数週～数か月間ウイルスの排出があるため注意が必要）

病 名

新型コロナウイルス感染症

 全身状態が良いこと

ウイルス性胃腸炎
（ノロウイルス、ロタウイルス、

アデノウイルスなど）

 すべての発しんが痂皮（かさぶた）化していること

突発性発しん ー  解熱し、機嫌が良く全身状態が良いこと

症状のある間と、症状消失後1週間
（量は減少していくが数週間ウイルスを排出してい

るので注意が必要）

 おう吐、下痢等の症状が治まり、普段の食事がとれること

ヘルパンギーナ
急性期の数日間（便の中に1か月程度ウイル

スを排出しているので注意が必要）
 発熱や口腔内の水疱・潰瘍の影響がなく、普段の食事がとれること

RSウイルス感染症 咳などの呼吸器症状のある間  咳などの呼吸器症状が消失し、全身状態が良いこと

           ※感染しやすい期間を明確に提示できない感染症については（－）と表記しています。

インフルエンザ
症状が有る期間（発症前24時間から発病後3日

程度までが最も感染力が強い）
 発症した後5日を経過し、かつ解熱した後3日を経過していること

登園のめやす

溶連菌感染症
適切な抗菌薬治療を開始する前と

開始後1日間
 抗菌薬内服後、24～48時間が経過していること

感染しやすい期間

発症後5日間
 発症した後5日を経過し、かつ症状が軽快した後1日を経過していること
 ※無症状の感染者の場合は、検体採取日を0日目として5日を経過していること

 発熱や激しい咳が治まっていること

手足口病  発熱や口腔内の水疱・潰瘍の影響がなく、普段の食事がとれること

伝染性紅斑（リンゴ病） 発しん出現前の1週間



          食事とおやつについて              河辺保育園 
1. 食事とおやつについて 

・食事とおやつについては、毎月配付の献立表に従い１日の栄養摂取、平均量を基に 

下記の表に準じて実施します。 

【保育園の１日の平均栄養摂取量】   

 エネルギー タンパク質 脂質 

３歳未満児 480Kcal 18.0ｇ 15.0ｇ 

３歳以上児 575Kcal 21.6ｇ 1８.0ｇ 

2. 心がけていること 

・食事は楽しい雰囲気を心がけ、偏食をなくせるように工夫し、食事のマナーを身に 

つけられるように関わります。 

・５歳児からはお箸を使用します。 

・園では虫歯予防のため甘いものを控え、甘さを抑えたおやつを提供しています。 

また、食後はお茶を飲んだり、うがいをしています。ご家庭でも甘い物はできるだけ控え、

さらに歯磨きを習慣づけてください。 

3. アレルギー等への対応 

・入園時には食材チェック表の記入をお願いしています。 

・アレルギーが疑われる場合、医師の診断書（生活管理指導表）を提出してください。 

 ご相談の上、園で対応可能な場合は除去食、または代替食で対応します。 

 

4. 食育目標 

☆０,１歳児：「食べたい」という意欲を持つ 

色々な食べ物を見たり触ったり、いろんな味を 体験する。 

自分で「食べたい」という意欲を育てる。 

 ☆２歳児  ：基本的は食べ方を身につける 

食べ方を身につける時期です。スプーンを使って自分で食べる意欲を持たせる。食事の

マナーや挨拶を伝えていく 

 ☆３歳児   ：楽しく味わって食べる 

集団で食べる事を通じて、食事の楽しさを感じさせ 

         マナーを知る。スプーンを使ってこぼさず食べられるようになる。 

 ☆４歳児  ：偏食をなくし、よく噛んで食べる 

料理の名前を覚えられるようになり、食事のマナーを守って気持ちよく 

     食事をする。 

  ☆５才児  : 食事の大切さやマナーがわかる 

         友だちを協力して食事の準備や調理体験をして、 

         食の知識や興味を高める。マナーを理解し、みんなと楽しく食事をする。 

お箸を使って食べる。 
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用意していただくもの・・・５歳児





日
曜
日

４月
曜
日

５月
曜
日

６月
曜
日

７月
曜
日

８月
曜
日

９月 日

1 火 木 日 火 金 月 1

2 水 金 月 水 土 火 2

3 木 土 火 木 日 水 3

4 金 日 水 金 月 木 4

5 土 月 木 土 火 金 5

6 日 火 金 日 水 土 6

7 月 水 土 月 木 日 7

8 火 木 日 火 金 月 8

9 水 金 月 水 土 火 9

10 木 土 火 木 日 水 10

11 金 日 水 金 月 木 11

12 土 月 木 土 火 金 12

13 日 火 金 日 水 土 13

14 月 水 土 月 木 日 14

15 火 木 日 火 金 月 15

16 水 金 月 水 土 火 16

17 木 土 火 木 日 水 17

18 金 日 水 金 月 木 18

19 土 月 木 土 火 金 19

20 日 火 金 日 水 土 20

21 月 水 土 月 木 日 21

22 火 木 日 火 金 月 22

23 水 金 月 水 土 火 23

24 木 土 火 木 日 水 24

25 金 日 水 金 月 木 25

26 土 月 木 土 火 金 26

27 日 火 金 日 水 土 27

28 月 水 土 月 木 日 28

29 火 木 日 火 金 月 29

30 水 金 月 水 土 火 30

31 土 木 日 31



日
曜
日

１０月
曜
日

１１月
曜
日

１２月
曜
日

１月
曜
日

２月
曜
日

３月 日

1 水 土 月 木 日 日 1

2 木 日 火 金 月 月 2

3 金 月 水 土 火 火 3

4 土 火 木 日 水 水 4

5 日 水 金 月 木 木 5

6 月 木 土 火 金 金 6

7 火 金 日 水 土 土 7

8 水 土 月 木 日 日 8

9 木 日 火 金 月 月 9

10 金 月 水 土 火 火 10

11 土 火 木 日 水 水 11

12 日 水 金 月 木 木 12

13 月 木 土 火 金 金 13

14 火 金 日 水 土 土 14

15 水 土 月 木 日 日 15

16 木 日 火 金 月 月 16

17 金 月 水 土 火 火 17

18 土 火 木 日 水 水 18

19 日 水 金 月 木 木 19

20 月 木 土 火 金 金 20

21 火 　　　 金 日 水 土 土 21

22 水 土 月 木 日 日 22

23 木 日 火 金 月 月 23

24 金 月 水 🎄 土 火 火 24

25 土 火 木 日 水 水 25

26 日 水 金 月 木 木 26

27 月 木 土 火 金 金 27

28 火 金 日 水 土 土 28

29 水 土 月 木 日 29

30 木 日 火 金 月 30

31 金 水 土 火 31



　当園は携帯アプリを利用し、登降園時間の記録を行うと共に、園からのお知らせを

　登降園時に打刻した際には、確実に打刻ができたかを画面で確認してください

※園からのお知らせは、必ずご覧ください。

※携帯電話の機種変更時は、職員にお知らせください。

お願いいたします。

（図１.図２参照）。園児の登降園状況は大切な記録です。保護者の方は忘れずに打刻を。

Child Car Webアプリの登録について

送信しております。

送迎する方が複数いらっしゃる場合は、QRコードをコピーしてご利用ください。

を記載した用紙をお渡しいたします。

   園児１人につき１枚、アプリインストール用のQRコードアクセスコード、パスワード

打刻後、iPad画面の

「✓打刻完了しました」
メッセージを確認してください！

図1

図2





（１） 保育園の送迎車に限り、西から東への一方通行をお願いいたします。

（２） 交差点は直進車が優先です。一時停止を守りましょう。

（３） 送迎車と一般車との区別をするため、保育園の近くになりましたら 方向指示器
ではなく、ハザードランプを早めに点滅させ、誘導員の指示に従い駐車をお願い
いたします。

（４） 車に乗る時は子どもから、降りる時は大人からとし、必ずお子様と手をつないで
登園・降園していただきますようお願いいたします。

（５） 短い時間であっても原則エンジンは止め、必ず貴重品を持ち車の鍵をかけましょう。

（６） 園周辺は通学路のため、小学生の往来や、園児の急な飛び出し等が予想されます。
園舎前の道路は必ず徐行をし、急な入庫・出庫・バックはしないようお願いいた
たします。

（７） 時間帯によっては駐車場が混み合いますので、速やかな出庫にご協力ください。

（８） 誘導員が不在の時は、安全確認の上、周囲に注意し入庫・出庫をしてください。

（９） 道路は近隣住民皆様のご協力により、使用させていただいております。
近隣とトラブルなく、お互い気持ちよく過ごせるよう、ご理解とご協力をお願い
いたします。

      （10） 路上駐車はご遠慮ください。

      （11） 尚、駐車場及び道路上での事故・盗難等は各自の責任となります。ご了承ください。
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